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積算システムにおける端数処理について（お知らせ）

 積算参考資料（土木工事編）第１章総則１－４一般事項（１）『単価表等の数値基準につ

いて』に記載されております、「基準書記載の施工歩掛コードを使用して積算する場合は、

当該コード対応の積算システムによる」の【積算システムによる】とは、小数第４位を四

捨五入し、小数第３位までとしていることをお知らせします。ただし、基準書に有効数位

の記載がある場合は、基準書によることとなります。

 ◎参考例

建設緑政局総務部技術監理課

積算システム担当


